
倒産手続のIT化における５つのe

e提出

e事件管理

e集会

・申立書・報告書・許可申請書等の電子データによる提出
・債権者一覧表・財産目録等添付書類の電子データによる提出

・事件記録を電子データで保管
・随時かつ容易に事件記録の電子データにアクセス
・管財人・利害関係人等が倒産手続の進捗状況を確認

・ウェブ会議システム等の利用による債権者集会のライブ中継
・リアルタイムでの議決権行使
・債権者集会の録画の事後配信

e届出

e情報提供

・オンライン債権届出システムの構築
・電子データによる債権届出・認否等の管理
・配当通知等の電磁的方法による通知

・債権者がアクセス可能なウェブサイトやクラウド上に、管財人等
が債権者に提供可能な情報を任意にアップロード

・ウェブ会議システム等の利用による債権者説明会の配信
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